
上信越高原国立公園（谷川地域）の公園区域及び 

公園計画の変更案の概要 

 

１．背景 

 上信越高原国立公園（谷川地域）は、我が国を代表する山岳及び高原景観地として

昭和 24年に国立公園に指定され、群馬県と新潟県の県境にそびえる谷川連峰をはじめ、

美しい山岳景観を呈し、多くの観光客や登山者に親しまれています。 

 また、国立公園内では第１号のエコツーリズム推進法に基づく全体構想認定地域で、

地元団体によって自然環境の保護と適正利用の推進が行われています。 

 指定から 60年以上が経過し、本公園を取り巻く自然的・社会的条件の変化を踏まえ、

公園区域及び公園計画の全般的な見直し（再検討）を行うものです。 

                       

    

 

２．変更案のポイント 

① 国立公園としての資質が失われている区域を公園区域から削除します。 

② 地種区分が未了となっている特別地域の地種区分を定めるとともに、現状に対応

した保護規制計画に変更します。 

③ 利用実態等を踏まえ、利用施設計画を追加、変更及び削除します。 

 

３．変更案の詳細 

 （１）公園区域の変更 

○削除する区域（△106ha） 

 みなかみ町大字猿ヶ京温泉の一部 

 

（２）保護規制計画の変更（特別地域地種区分未了区域の地種区分の決定） 

○第１種特別地域（2,071ha） 

  ○第２種特別地域（2,187ha） 

  ○第３種特別地域（  234ha） 

 

上信越高原国立公園（東部地域） 

谷川地域 



（３）利用施設計画の変更 

 ア 集団施設地区 

    拡張：谷川岳集団施設地区 

 

 イ 単独施設 

    追加：避難小屋（８箇所）、宿舎（１箇所）、園地（１箇所） 

    削除：園地（４箇所）、休憩所（２箇所）、野営場（１箇所）、給油施設（１

箇所） 

  

ウ 道路（車道） 

削除：谷川岳東面周廻線道路 

変更：湯桧曽土合線、相俣湯河原線、三国峠線、法師温泉線 

   

エ 道路（歩道） 

     追加：稲包山登山線 

     削除：谷川温泉二俣線、仏岩線 

     変更：蓮峠線及び清水峠線（清水街道線に統合） 

  芝倉岳線及び白毛門朝日岳線（谷川朝日縦走線に統合） 

        西黒尾根線（西黒巌剛線に変更） 

    天神尾根線 

湯島越路線（川古赤谷線に変更） 

        谷川三国線及び法師沢線（谷川連峰縦走線に統合） 

        赤沢山線（赤沢山登山線に変更） 

  

オ 運輸施設 

    削除：三国峠自動車運送施設 

    変更：谷川岳索道運送施設 


